
令和 2年度 障害者スポーツ振興事業 

「障がい者スポーツ指導者の派遣事業」 

委託先団体募集要項 

【２次募集】 

 

１．助成の目的 

都道府県・指定都市の障がい者スポーツ協会および障がい者スポーツ指導者協議会が、近隣の特別支

援学校・学級などの教育機関または教員等と連携・協働し、障がい児・者のスポーツ環境に対する更なる充

実化や障がい者スポーツ指導者の活動の拡充など障がい者のスポーツ振興体制整備に寄与することを目

的とする。 

 

２．委託先対象 

本事業は委託事業として実施する。委託先対象は、都道府県・指定都市障がい者スポーツ協会とし、か

つ、助成事業の実施体制が整っている事を委託先対象の条件とする。 

 

３．事業内容 

都道府県・指定都市の障がい者スポーツ協会と障がい者スポーツ指導者協議会が連携して、地域の特

別支援学校・学級へ公認障がい者スポーツ指導者を派遣し、在籍および地域の障がい児・者に対し多様な

スポーツ機会の提供と技術的な指導を行う。また、身近な指導者を派遣し、学校の設備を使用することで、

日常的かつ継続的にスポーツへ触れる機会の定着化を目指し実施するものとする。 
 

【内容例】 

（１）体育等授業への支援事業（教員と連携し、障がいや種目など多様性のある運動プログラムの提供 等） 

（２）放課後、運動部活動への支援事業（サークル・クラブの定着、学校卒業後のスポーツ環境整備 等） 

（３）スポーツ活動拠点としての設備活用事業（休日・祝日に体育館等の学校開放を活用した地域推進 等） 
 

４．実施主管 

（１）都道府県・指定都市障がい者スポーツ協会が主催団体となり、事業を実施する。 

（２）都道府県・指定都市障がい者スポーツ協会と障がい者スポーツ指導者協議会が共催で事業を実施する。

（なお、委託団体は障がい者スポーツ協会とする） 
 

５．活動の場所 

原則として、委託先団体の都道府県内（指定都市を含む）の特別支援学校および学級とすること。 

 

６．助成対象となる事業の実施期間 

本事業の委託契約締結日～令和 3年 2月末日（事業完了） 

※ただし、委託契約等の手続きを鑑み、原則、令和 2年 8月以降の事業を対象とする。 

※委託費の支払い以前の実施費用については、委託先団体の立替によるものとする。 
 

７．募集期間と提出書類 

 募集期間は次のとおりとする。締切日までに下記の書類を作成し、送付すること。なお、締切り後および書

類に不備がある場合は受理できないので注意すること。 

【募集期間】 令和 2年 6月 10日（水）～令和 2年 7月 31日（金）（必着） 

【提出書類】 （１）受託申請書  （２）事業計画書  （３）予算書  （４）謝金・旅費・賃金等の規程・規約 

※上記（２）（３）は、データについても USB 等の電子記録媒体またはメールでご提出ください。 



 

8．委託費と対象経費 

委託費は、原則として各団体につき 25万円とする。また、委託費の支出科目は国庫補助金の規程に準じ

て、以下のとおりとする。 

諸謝金（または賃金）、旅費交通費、保険料、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費 

詳しくは別紙の「経費支出について」をご参照ください。 

＊ 委託費の入金は委託契約後となります。 

＊ 支出については、すべて委託先団体の規程により行ってください。 

 

9．選定方法及びその結果 

（1） 選定結果については、令和 2 年 8 月上旬を目途に文書をもって知らせる。また、決定した事業につい

ては、当協会ウェブサイトで公開する。 

（2） 他の機関の助成等を受けて該当事業を実施することとなった場合は、採択後であっても受託申請を辞

退すること。 

（3） 選定結果に関するいかなる問い合わせ等については答えられない。 

 

10．委託先団体の決定と決定後の事務手続き（提出物） 

 委託先団体の決定後、下記の書類を提出すること。 

（１）委託契約書・・・内容を確認の上、委託先団体の長が署名捺印し、事業計画書とともに提出すること。 

（２）請求書・・・・・・・事務手続きの簡素化から、委託契約書と同時に請求書を提出しても構わない。 

 

11．委託事業に係わる消費税の取り扱い 

 当協会との委託事業契約に基づき実施する事業の委託金については、国等からの補助金と同様の扱いと

し、「特定収入」として取り扱うこと。また、消費税の計算にあたり簡易課税を選択されている団体についても、

本委託金は課税対象外の収入として取り扱うこと。 

 

12．事業報告 

事業報告は、助成事業の完了から 1 カ月以内又は令和 3 年 2 月末日（消印有効）のいずれか早い日ま

でに提出すること。 

※事業報告はその後、当協会がとりまとめ、令和 3年 4月 10日までにスポーツ庁に提出する。 

（１）完了報告書  （２）決算書  （３）成果物・印刷物  （４）報告書（原稿） 

全ての委託先の報告書を当協会で合本するので、原稿等をデータで提出すること。また報告書データは

電子記録媒体に収め、併せて郵送にて提出すること。（詳細は 12月中旬に連絡予定） 

 

13．問合せ先及び送付先 

 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会  

スポーツ推進部  担当 ： 山下・冨永 

E-Mail： d-yamashita@jsad.or.jp 

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6 ユニゾ水天宮ビル 3F   

TEL) 03-5695-5420（直通）  FAX) 03-5641-1213 


